
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軌框を暫定的な目標位置へ上昇してステップ・バイ・ステップ式に枕木下を突固める一方
、作業方向で見て突固め現場の後方で軌框を、軌道長手方向に対して水平方向及び垂直方
向に振動させると共に軌框降下値を形成するように該軌框を鉛直方向の荷重圧で負荷し、
ひいては最終目標位置へ降下させるようにする形式の、枕木下を突固めて軌框を安定化す
る方法において、連続的に反復される突固め動作と前進とから成る突固めシーケンス動作
に並行して、連続的に反復される安定化動作と荷重軽減動作とから成る別の安定化シーケ
ンス動作中にそれぞれ軌框を、ステップ・バイ・ステップ式に最終目標位置へ降下させ、
しかも安定化動作時に荷重圧を軌框降下値に高め、かつこれに続く荷重軽減動作時に荷重
圧を荷重低減値に低下させることを特徴とする、枕木下を突固めて軌框を安定化する方法
。
【請求項２】
荷重低減動作時に、荷重低減値を得るために荷重圧を最大荷重圧の２０～１００％だけ低
下させる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
突固めシーケンス動作の個々の突固め動作の開始と同時に鉛直方向荷重圧を軌框降下値に
高める、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
突固め動作と安定化動作との間の間隔を一定に保つ、請求項１から３までのいずれか１項
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記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、軌框を暫定的な目標位置へ上昇してステップ・バイ・ステップ式に枕木下を突
固める一方、作業方向で見て突固め現場の後方で軌框を、軌道長手方向に対して水平方向
及び垂直方向に振動させると共に軌框降下値を形成するように該軌框を鉛直方向の荷重圧
で負荷し、ひいては最終目標位置へ降下させるようにする形式の、枕木下を突固めて軌框
を安定化する方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
米国特許第５１７２６３５号明細書に基づいて公知になっている前記形式の方法では、枕
木下突固めの範囲内で得られる軌框位置誤差補正動作と、これに続いて行われるところの
、鉛直方向の荷重圧並びに水平方向の軌框振動を負荷することによるバラスト道床の立体
的な締固め動作とが組合わされている。この公知方法では、所要の枕木支承座が造成され
、ツールブレードの作用によって枕木間区画内に惹起される不均一性が除かれ、枕木前頭
部が締固められ、かつ軌框が所期のように目標位置へ降下される。しかしながら、この操
作に基づいては、枕木下突固め後に避けることのできない軌框の初期沈下及びこの初期沈
下に起因して軌框に発生する動的応力を避けることは不可能である。
【０００３】
軌框安定化処理とも呼ばれる意図的な軌框降下操作は、相応のスタビライザユニットの連
続的な前進運動中に施され、その際、一定の軌框降下値を得るための荷重圧は一定である
。軌框安定化処理に並行して、作業方向で見て軌框安定化の直ぐ前方で共通の機械ユニッ
トの内部で軌道突固めが行われるが、当該軌道突固めは、連続的に前進運動する機械ユニ
ットに対してタンピングユニットを相対的に移動させつつステップ・バイ・ステップ式（
歩進式）に各枕木領域で施工される。
【０００４】
枕木下の突固め動作と組合されて軌框の安定化処理を施工するための、作業現場でステッ
プ・バイ・ステップ式に前進する別の機械ユニットが、米国特許第４０４６０７９号明細
書、米国特許第４０４６０７８号明細書、英国特許第２０９４３７９号明細書並びに米国
特許第４４３０９４６号明細書に基づいて公知である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで本発明の課題は、冒頭で述べた形式の方法を改良して、比較的僅かな人件費と機
械的経費で満足のいく作業成績を挙げ得るように、ステップ・バイ・ステップ式な前進に
よって達成される枕木下突固めと、軌框の初期沈下を避けるためのバラスト道床の立体的
な締固めとを組合せることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するための本発明の構成手段は、連続的に反復される突固め動作と前進と
から成る突固めシーケンス動作に並行して、連続的に反復される安定化動作と荷重軽減動
作とから成る別の安定化シーケンス動作中にそれぞれ軌框を、ステップ・バイ・ステップ
式に最終目標位置へ降下させ、しかも安定化動作時に荷重圧を軌框降下値に高め、かつこ
れに続く荷重軽減動作時に荷重圧を荷重低減値に低下させる点にある。
【０００７】
【作用】
当該鉄道技術分野において周知になっており、かつ、専門誌”ＲａｉｌｗａｙＴｒａｃｋ
　＆　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ”の収録文献、１９８４年３月刊、第４８頁～第５２頁（特
に第４８頁第１欄第３９行及び第４０行又は第３欄第７行～第９行参照）にも記載されて
いるように、実地で成果を挙げられる軌框安定化処理は、連続的な機械前進と相俟って持
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続的にスタビライザユニットを作用させることによって行われる。この形式の軌框スタビ
ライザは作業現場においてすでに１０年以上前から広く賞用されている。更に前記収録文
献の第５２頁第２欄に述べられているように、該軌框スタビライザは、連続的な機械前進
に伴う高い作業効率に基づいて、やはり連続的に前進運動可能な高性能タイタンパーと共
に共通の現場で採用するために特に適している。
【０００８】
［従来の技術］の項の第３パラグラフにおいて列挙した特許文献から判るように、軌框安
定化処理を、作業現場でステップ・バイ・ステップ式に前進するマルチプルタイタンパと
組合わせて機械的な構造を単純化しかつ人件費を低廉にしようとする願望が多年来存在し
ていた。しかしながら、このような公知のすべての提案は、これまで実用化されるまでに
は至っていない。
【０００９】
ところで本発明による処理操作によれば、ステップ・バイ・ステップ式の突固め動作は第
１に、該突固め動作に並行して同じくステップ・バイ・ステップ式に行われる安定化処理
動作と組合わされる。このように安定化シーケンス動作中に、従来実地で行われた操作方
式とは全く異なって２つの異なった荷重圧（軌框降下値と荷重軽減値）を交互に発生させ
ることによって、直ぐ前にステップ・バイ・ステップ式に行われる突固め動作に対する安
定化処理動作の最適な適合が保証される。従って特に、交互の機械前進に起因した、軌框
に対して及ぼす異なった安定化作用、ひいては当該軌框の異なった降下を完全に排除する
ことが可能になる。公知の連続的な作業方式に対比して或る程度の効率損失は甘受せねば
ならないとしても、それにも拘わらず、本発明の方法によって特に、比較的短い軌框区分
の位置補正が簡便化されると共に、機械的な経費及び人件費が大幅に削減されることにな
る。
【００１０】
本発明の有利な構成は特許請求の範囲の請求項２以降に記載した手段から明らかである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
次に図面に基づいて本発明の実施例を詳説する。
【００１２】
図１に示した軌框突固め兼安定化機械１は、前後部のレール走行台車２上に支持された機
械フレーム３を有し、作業方向（矢印４）で見て後端部には、中央制御装置６を搭載した
運転兼作業室５が配設されている。エネルギーユニット７は、種々の駆動装置並びに走行
駆動装置８にエネルギーを供給するための機器である。レール９と枕木１０とから成る軌
框１１の位置誤差を検出するために、第１の基準コード系１２が設けられている。該第１
の基準コード系は実質的に、機械長手方向に対して機械フレーム３の前端及び後端に配置
されたフロント測定車輪１３及びリア測定車輪１３と、ミドル測定車輪１４と、張設され
た弦コード１５とから構成されている。
【００１３】
後部のレール走行台車２の直ぐ前方に、２本の隣接した枕木１０の下を同時に突固めるた
めのタンピングユニット１６が設けられている。励振されるツールブレード１７を有する
該タンピングユニット１６は昇降駆動装置１８によって高さ調整可能に構成されている。
突固めすべき枕木１０の直下のバラストを締固めるためにツールブレード１７は公知のよ
うに、スクイーズ駆動装置１９によって機械長手方向に互いに対向掻き寄せ運動を行うこ
とができる。ミドル測定車輪１４の直ぐ前方には、軌框１１に沿って転動可能な軌框レベ
リング－ライニングユニット２０が配置されており、該軌框レベリング－ライニングユニ
ットは高低・左右調整駆動装置２１によって上下方向及び左右方向に調整可能に機械フレ
ーム３と連結されている。軌框１１を掴むために高低－左右調整可能な扛上ツール２２が
設けられている。
【００１４】
軌框突固め兼安定化機械１の直ぐ後方に、レール走行台車２４上に支持された車両フレー
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ム２５を有する安定化車両２３が設けられている。該車両フレームは、フレーム前端部２
６でユニバーサルジョイント２７によって軌框突固め兼安定化機械１の機械フレーム３と
連結されている。ユニバーサルジョイント２７とレール走行台車２４との間のほぼ中央で
、スタビライザユニット２８が車両フレーム２５と連結されている。鉛直方向の軌框位置
誤差を検出するために第２の基準コード系２９が設けられている。該第２の基準コード系
は前記スタビライザユニット２８の直ぐ後方で軌框に沿って転動可能かつ高低調整可能な
測定車輪３０を有している。機械長手方向に延在している弛みなく張設された弦コード３
１は、その前端部でもって第１基準コード系１２のリア測定車輪１３と、また後端部でも
ってレール走行台車２４の車軸軸受ケーシング５０上に支承されている。図２において追
って詳説するスタビライザユニット２８の駆動装置にはエネルギーユニット７によってエ
ネルギーが供給される。安定化車両２３の上限線３２は、ユニバーサルジョイント２７を
通る鎖線で示した水平平面３３内で位置決めされた車両フレーム２５によって形成されて
いる。これによって、運転兼作業室５内に位置している操作員は、作業方向とは逆向きの
方向にも（配置転換時の移動走行時）問題なく軌框突固め兼安定化機械１を走行させるこ
とができる。
【００１５】
図２に示したように、スタビライザユニット２８は（全部で４個の）フランジ付きローラ
３４によって軌框１１のレール９上に載っている。機械横方向で互いに向き合っているそ
れぞれ２個のフランジ付きローラ３４は、転動ガイド遊びを除くために、油圧式の拡開駆
動装置３５と連結されている。車両フレーム２５に上端部を枢着されている駆動装置３６
と連結されているユニットケーシング３７内には、偏心輪駆動装置として構成された２つ
のバイブレータ３８が軸支されている。両バイブレータ３８は、機械横方向にかつフラン
ジ付きローラ３４の回転軸線３９に対して平行に経過する振動（矢印４５で略示）を発生
させるように構成されている。同一のレール９にそれぞれ２個ずつ配設されたフランジ付
きローラ３４間では、所謂ローラクランプ４０が、機械長手方向に延びる軸線４１を中心
として旋回可能にユニットケーシング３７に支承されている。該旋回は油圧駆動装置４２
によって行われる。各ローラクランプ４０の下端部には、軸線４３を中心として回転可能
な皿形ローラ４４が設けられている。駆動装置３６の負荷下で軌框１１に作用して最終的
な目標位置へ該軌框を降下させる最大荷重圧が矢印４６で表されている。前記最大荷重圧
に対比して２０～１００％の範囲内で軽減された荷重軽減値又は最小荷重圧は短い矢印４
７で略示されている。鉛直方向に軌框１１に対して作用する荷重は約３００ｋＮまで無段
調整可能であり、その場合、駆動装置３６に作用する圧力は比例動作圧力弁を介して制御
される。最大荷重圧とは、バラスト道床を締固めつつ横方向に振動させられる軌框を目標
位置へ降下させるような力を意味している。このために選ばれる最大荷重圧の大きさは、
例えば軌框降下高さ、作用時間、機械構造などのような種々のパラメータに関連している
。
【００１６】
異なった変化実施形態では、ユニバーサルジョイント２７は水平平面内で機械長手方向に
シフト可能に機械フレーム３に支承されていてもよい。このシフトは、図１に鎖線で略示
した長手方向シフト駆動装置４９によって行われる。これによって突固めシーケンス動作
時間が特に異なっている場合でも安定化シーケンス動作時間はほぼ一定に保つことができ
る。
【００１７】
図１に示した中央制御装置６は、タンピングユニット１６の下降に並行して行われる、低
い荷重軽減値から最大荷重圧へ荷重圧を上昇させるために、タンピングユニット１６並び
に、スタビライザユニット２８に配設された昇降駆動装置１８及び駆動装置３６を同時に
かつ自動的に負荷できるように構成されている。しかしながら、図９について追って説明
するように、異なった実施形態では、個々の突固めシーケンス動作と安定化シーケンス動
作とは、時間的に互いにずらされていてもよく、つまり異なった継続時間であってもよい
。
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【００１８】
タンピングユニット１６及びスタビライザユニット２８並びに軌框１１を略示した図３～
図６に基づいて本発明の軌框突固め・安定化法を次に説明する。タンピングユニット１６
の領域で軌框１１は値ｘだけ暫定的な目標位置へ上昇され（図３の小さい方の矢印参照）
、かつ正規の横方向位置へもたらされて、枕木下を突固められる。このために軌框突固め
兼安定化機械の前進は中断される。突固め動作に並行してスタビライザユニット２８によ
る安定化動作によって、すでに枕木下を突固められた軌框１１は、沈下設定値とも呼ばれ
る値ｙだけ最終的な目標位置へ管制下で降下される。このために（駆動装置３６の負荷下
で）矢印４６で示した最大荷重圧がスタビライザユニット２８に、ひいては軌框１１にか
けられる。測定車輪３０と連結された高低測定フィーラ４８（図１）は、所望の軌框降下
を達成したことを記録し、次いで荷重軽減値又は最小荷重圧４７を形成するように最大荷
重圧４６を自動的に低減する（図４）。前記荷重軽減値４７は最大荷重圧４６に対比して
少なくとも２０％低減されており、かつ軌框１１に沿ってのスタビライザユニット２８の
確実な摩擦接続式ガイドを維持するために役立つ。この理想的な低減度合は、例えば最大
荷重圧４６の絶対量、安定化動作及び／又は荷重軽減動作の時間、振動周波数などのよう
な種々のパラメータに関連している。
【００１９】
突固め動作が終了すると即座にタンピングユニット１６の上昇及びそれに直接続くタンピ
ングユニット１６及びスタビライザユニット２８の共通の前進運動が、軌框突固め兼安定
化機械１の前進に相応して行われる（図４）。この前進中にスタビライザユニット２８は
、荷重軽減動作と呼ばれるシーケンス動作区分においては、単に荷重軽減値４７で負荷さ
れるにすぎず、かつ、レール９に対する皿形ローラ４４の圧着によって、依然としてレー
ルと摩擦接続した状態を維持する。振動周波数は一定に維持されていてもよく、或いは選
択的に低減されてもよい。
【００２０】
次の突固め現場（図４に示したタンピングユニット１６の破線位置参照）に到達すると、
軌框突固め兼安定化機械１の前進は中断される。次いで突固め動作及び安定化動作を開始
させるために、昇降駆動装置１８と駆動装置３６とを同時に負荷してタンピングユニット
１６の下降が行われると共に、スタビライザユニット２８の荷重圧が最大荷重圧４６に高
められる（図５参照）。スタビライザユニット（２８）の領域において軌框が所望の降下
量に達しかつタンピングユニット１６の領域における枕木下の突固めが終了すると（図６
）、すでに述べたようにタンピングユニット１６を上昇しかつ最大荷重圧４６を低減しつ
つタンピングユニット１６及びスタビライザユニット２８を一緒に次の使用現場に前進さ
せることによって新たな稼働サイクルが始まる。
【００２１】
図７～図９には、突固めシーケンス動作並びに安定化シーケンス動作のための本発明の方
法の個々の処理態様が線図で図示されている。該線図では符号ａで突固め動作が、また符
号ｂでは前進が表されている。また符号Ａ又は符号Ｂでは安定化シーケンス動作を形成す
る個々の安定化動作又は荷重軽減動作が示されている。符号ｔは時間軸、従って前記安定
化シーケンス動作の個々の安定化動作時間及び個々の荷重軽減動作時間を表している。
【００２２】
殊に図７の線図から判るように突固め動作ａ並びに、軌框の安定化を開始する安定化動作
Ａはその都度同時に開始される。突固め動作ａに直接続く前進ｂに並行して、荷重軽減動
作Ｂによってスタビライザユニット２８に対する最大荷重圧の低減が行われる。従って個
々のシーケンス動作並びにシーケンス動作区分は同期的に経過する。
【００２３】
図８の線図から判るように、突固めシーケンス動作及び安定化シーケンス動作は半分ずつ
互いにずらすこともできる。次いで突固め動作ａに並行して荷重圧は荷重軽減値（荷重軽
減動作Ｂ）に降下される。軌框降下（安定化動作Ａ）は軌框突固め兼安定化機械１の前進
ｂに並行して行われる。図７及び図８に示した実施態様では、最大荷重圧の大きさが安定
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化動作を延長するために例えば低減される限り、調和のために安定化動作時間は突固め動
作時間に適合される。
【００２４】
図９では、荷重圧を高めて開始される、安定化シーケンスの安定化動作Ａの時間は、該安
定化動作に並行してスタートした突固め動作ａの時間よりも短い。すなわち荷重軽減動作
Ｂはその一部（比較的僅かな部分）が突固め動作Ａ中にすでに始まり、かつ次の突固め動
作を開始するためにタンピングユニットが下降するまで続く。この場合は安定化動作Ａが
終了するとすでに長手方向シフト駆動装置４９の負荷によって車両フレーム２５の低速前
進運動が開始される。
【００２５】
図７～図９に例示した突固め動作と安定化動作の３つの組合せ方式にすべて共通している
点は、安定化シーケンス動作がそれぞれ軌框安定化を施工するための１つの安定化動作と
、該安定化動作に直接続く荷重軽減動作とから成っていることである。
【図面の簡単な説明】
【図１】タンピングユニット及び安定化ユニットを装備した軌框突固め兼安定化機械の側
面図である。
【図２】図１の断面線ＩＩに沿った部分的な拡大横断面図である。
【図３】本発明の方法を実施する第１段階を示すタンピングユニット及びスタビライザユ
ニットの概略図である。
【図４】本発明の方法を実施する第２段階を示すタンピングユニット及びスタビライザユ
ニットの概略図である。
【図５】本発明の方法を実施する第３段階を示すタンピングユニット及びスタビライザユ
ニットの概略図である。
【図６】本発明の方法を実施する第４段階を示すタンピングユニット及びスタビライザユ
ニットの概略図である。
【図７】突固めシーケンス動作及び安定化シーケンス動作の第１施工態様を表す線図であ
る。
【図８】突固めシーケンス動作及び安定化シーケンス動作の第２施工態様を表す線図であ
る。
【図９】突固めシーケンス動作及び安定化シーケンス動作の第３施工態様を表す線図であ
る。
【符号の説明】
１　　軌框突固め兼安定化機械、　２　　レール走行台車、　３　　機械フレーム、　４
　　作業方向を示す矢印、　５　　運転兼作業室、　６　　中央制御装置、　７　　エネ
ルギーユニット、　８　　走行駆動装置、　９　　レール、１０　　枕木、　１１　　軌
框、　１２　　第１の基準コード系、　１３　　フロント及びリア測定車輪、　１４　　
ミドル測定車輪、　１５　　弦コード、１６　　タンピングユニット、　１７　　ツール
ブレード、　１８　　昇降駆動装置、　１９　　スクイーズ駆動装置、　２０　　軌框レ
ベリング－ライニングユニット、　２１　　高低・左右調整駆動装置、　２２　　扛上ツ
ール、　２３　　安定化車両、　２４　　レール走行台車、　２５　　車両フレーム、　
２６　　フレーム前端部、　２７　　ユニバーサルジョイント、　２８　　スタビライザ
ユニット、　２９　　第２の基準コード系、　３０　　測定車輪、　３１弦コード、　３
２　　上限線、　３３　　水平平面、　３４　　フランジ付きローラ、　３５　　拡開駆
動装置、　３６　　駆動装置、　３７　　ユニットケーシング、　３８　　バイブレータ
、　３９　　回転軸線、　４０　　ローラクランプ、　４１　　軸線、　４２　　油圧駆
動装置、　４３　　軸線、　４４皿形ローラ、　４５　　振動方向を示す矢印、　４６　
　最大荷重圧を示す矢印、　４７　　荷重軽減値又は最小荷重圧を表す短い矢印、　４８
　　高低測定フィーラ、　４９　　長手方向シフト駆動装置、　５０　　車軸軸受ケーシ
ング、　ｘ　　値、　ａ　　突固め動作、　ｂ　　前進、　Ａ　　安定化動作、　Ｂ　　
荷重軽減動作、　ｔ　　時間軸
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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